
 
 

第２号議案  

２０２５年４月９日 

第５０６回理事会 

 

役員及び職員の兼職に関する規程の変更について（案） 

 

役員及び職員の兼職に関する規程について、手続きの明確化の観点から、別紙のとおり変

更を行う。 

（施行日：２０２５年４月９日） 

 

以上 

 

 

【添付資料】 

別紙 役員及び職員の兼職に関する規程 新旧対照表 

 



電力広域的運営推進機関 役員及び職員の兼職に関する規程 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

役員及び職員の兼職に関する規程 

 

平成２７年４月 １日施行 

平成２７年５月１３日変更 

平成２８年４月 ６日変更 

 

 

（略） 

 

（役職員の兼職禁止等） 

第３条 本機関の役職員は、下記に定める承認権者が次の各号に定める全ての基準に適合すると認めた場合

又は前条第１項但書の経済産業大臣の承認を受けた場合を除き、報酬（謝金等を含む。以下同じ。）のある

兼職をしてはならない。 

一～三 （略） 

記 

承認申請者 承認権者 

理事長 総務担当理事 

役員（理事長を除く） 理事長 

（新設） （新設） 

職員 事務局長 

 

２ （略） 

３ 本機関の役職員は、第１項又は第２条第２項に掲げる承認を受けようとするときは、あらかじめ別紙様式

１に基づき承認の申請を行わなければならない。 

 

（略） 

 

附 則（平成２８年４月６日） 

本規程は、平成２８年４月６日から施行し、平成２８年４月１日に遡って適用する。 

 

（新設） 

役員及び職員の兼職に関する規程 

 

平成２７年４月 １日施行 

平成２７年５月１３日変更 

平成２８年４月 ６日変更 

令和 ７年４月●●日変更 

 

（略） 

 

（役職員の兼職禁止等） 

第３条 本機関の役職員は、下記に定める承認権者が次の各号に定める全ての基準に適合すると認めた場合

又は前条第１項但書の経済産業大臣の承認を受けた場合を除き、報酬（謝金等を含む。以下同じ。）のあ

る兼職をしてはならない。 

一～三 （略） 

記 

承認申請者 承認権者 

（削る） （削る） 

役員 事務局長 

事務局長 理事長 

職員（事務局長を除く。） 事務局長 

 

２ （略） 

３ 本機関の役職員は、第１項又は前条第２項に掲げる承認を受けようとするときは、あらかじめ別紙様式１

に基づき承認の申請を行わなければならない。 

 

（略） 

 

附 則（平成２８年４月６日） 

本規程は、平成２８年４月６日から施行し、平成２８年４月１日に遡って適用する。 

 

附 則（令和７年４月●●日） 

本規程は、令和７年４月●●日から施行し、施行の日以後の申請に係る兼職について適用する。 

 

 

別紙 
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